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社会資本総合整備計画（地域住宅支援(秋田県秋田市地域)）

平成 22 年度 ～ 26 年度

１．地域の住宅政策の経緯及び現況

２．課題

秋田県秋田市地域

計画期間

計画の名称

都道府県名 秋田県 作成主体名

○ 低炭素型社会を構築するため、環境共生住宅の普及が必要。

○ 既設民間住宅の耐震化の促進が必要。

○ 少子高齢化、人口減少社会に対応した地域特性を活かした居住環境整備が必要。

○ 市営住宅ストックを有効に活用するため、耐震化や長寿命化型改善等が必要。

秋田市

秋田市（秋田県秋田市地域）は、本州の東北、秋田県の日本海沿岸地域の中央に位置し、905.67ｋ㎡の市域を有し、人口約３２万
人、世帯数は約１３万世帯（平成２２年１月現在）の地域である。

市内の住宅総数は約１５万戸、そのうち空屋数は２万戸で空屋率は１４％（平成２０年住宅土地統計調査）、新設住宅着工戸数は
年間２千戸強で推移してきたが平成２０年度以降２千戸を割っている状態であり、さらに、近年は人口が減少に転じるとともに、高
齢化、単身世帯の増加が進行し、総世帯数の約１割が高齢単身世帯を占め、特に街なかにおいては
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単 位 基準年度 目標年度

市営住宅の耐震化率の割合 ％

耐震性が確保された市営住宅の割合
（耐震性が確保された中高層耐火構
造の市営住宅戸数/全ての中高層耐
火構造の市営住宅戸数）

85% H22 100% H26

受水槽を撤去し上水道を直結化した市
営住宅の団地数

団地
貯水槽水道方式から直結（直圧）式給
水方式に変更した市営住宅団地の数

1団地 H22 4団地 Ｈ26

※計画期間の終了後、上記の指標を用いて評価を実施する。
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３．計画の目標

定 義

４．目標を定量化する指標等

●既設市営住宅ストックの安全性確保等による住宅セーフティーネットの質的向上とライフサイクルコス
ト

の縮減

●低炭素社会の構築および地域社会の維持に資する住宅政策の効果的推進

指 標 従前値 目標値



５．目標を達成するために必要な事業等の概要
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(1) 地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）の概要

(2)地域住宅計画に基づく事業（提案事業）の概要

●公営住宅ストック総合改善事業
・大規模震災時における入居者の安全を確保するため、耐震性が確保されてないとされた市営住宅の耐震改修工事を行う。

（２団地14棟348戸）
・ライフサイクルコストを縮減するため、貯水槽水道方式の団地について、受水槽およびポンプ設備を撤去し直結（直圧）式

給水方式に変更する工事を行う。（３団地26棟750戸）
・ライフサイクルコストを縮減するため、鋼板パネル造の外部物置をガルバリウム製に建替える工事を行う。
（１団地２棟72戸）

●公営住宅等のストック改善事業
・市営住宅敷地の土塁方式の既存法面をコンクリート製の擁壁に改修する。
・墨出し点検口の有無について調査を行うとともに、閉塞していないことが確認された住棟の補修を行う。
・耐震改修工事中、浴室の使用が出来なくなるため、工事期間中の入浴費を補償する。
・市営住宅のアナログ電波受信障害対策共聴施設を撤去する。

●耐震化等促進事業
・住宅の耐震診断・改修に関する研修会や相談窓口の開設、簡易耐震診断表等を配布する。

(3)住環境整備事業の概要

なし
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(4)関連社会資本整備事業の概要

なし

(5)効果促進事業の概要

なし

なし

(6)その他（関連事業）



交付対象事業等

６．目標を達成するために必要な事業等に要する経費等

Ａ．基幹事業 （金額の単位は百万円）

Ａ１-a．地域住宅計画に基づく事業（基幹事業A）
交付期間内 交付金算定

事業費 対象事業費

公営住宅等ストック総合改善事業 1,179戸 273 273

公的賃貸住宅家賃低廉化事業 346 346

619 619 Ａ１－ａ

Ａ１-k．地域住宅計画に基づく事業（基幹事業K）
交付期間内 交付金算定

事業費 対象事業費

0 0 Ａ１－ｋ

Ａ１-b．地域住宅計画に基づく事業（提案事業）
交付期間内 交付金算定
事業費 対象事業費

1団地 1 1

12団地 7 7

2団地 7 7

6団地 5 5

研修会・相談窓口等 市内 1 1

21 21 Ａ１－ｂ

小計（Ａ１－ａ ＋ Ａ１－ｋ ＋ Ａ１－ｂ） 640 640
※ 交付期間内事業費は概算事業費（百万円未満はそれぞれ四捨五入、十万円単位の事業費は切り上げとしているため、合計と一致しない場合もある）
※ 公営住宅ストック総合改善事業の規模については計画期間内各年度の累計

規模

小計（Ａ１－k）

事 業 事業主体

規模事業主体

秋田市

規模

小計（Ａ１－ｂ）

事業主体

擁壁の性能向上

墨出し用床開口部の調査・補修
耐震改修に係る入居者の入浴費の補償

電波障害共聴設備撤去

公営住宅等のストック改善事業

耐震化等促進事業

事 業

秋田市

小計（Ａ１－ａ）

細項目

事 業

秋田市

秋田市

秋田市

秋田市

秋田市
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交付対象事業等

Ａ２ 住環境整備事業
交付期間内 交付金算定

事業費 対象事業費

小計（Ａ２） 0 0 Ａ２

小計（Ａ１－ａ＋Ａ１－ｋ＋Ａ１－ｂ＋Ａ２） 640 640

Ｂ．関連社会資本整備事業
交付期間内 交付金算定
事業費 対象事業費

小計（Ｂ） 0 0 Ｂ

Ｃ．効果促進事業
交付期間内 交付金算定
事業費 対象事業費

小計（Ｃ） 0 0 Ｃ

小計（Ａ－ｂ＋Ｃ） 21 21

合計（Ａ１－ａ＋Ａ１－ｂ＋Ａ２＋Ｂ＋Ｃ） 640 640
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規模

事 業 事業主体 規模

事 業 事業主体 規模

事 業 事業主体



７．法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を社会資本総合整備計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

８．法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

９．その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

市営住宅において、障がい者や子育て世帯など住宅の確保に特に配慮を要する者への優先入居を行う。また、定期入居を適切
に実施することにより、市営住宅ストックを有効に活用する。
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